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第１章 計画の基本的な考え方 
 
１ 大空町子どもの読書活動推進計画の意義 
 
 平成１３年１２月に「子どもの読書活動推進に関する法律（平成１３年法律第１５４号）
が公布、施行され、子どもの読書活動が「言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を
豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身につけていく上で欠くことのできないもの」
であることが記されています。また、同法に基づき報告された「子どもの読書の推進に関す
る基本的な計画」のなかでは「読書は、子どもたちが自ら行動し、主体的に社会の形成に参
画していくための必要な知識や教養を身に付ける重要な契機となる」と記されており、読書
活動は知的活動の基礎であると同時に、人格の完成・能力の伸⾧・社会参画を促すものであ
るとされています。 
 「北海道子どもの読書活動推進計画」では、「北海道のすべての子どもがあらゆる機会とあ
らゆる場所において、自主的に読書活動を行うことができるよう、積極的にその環境の整備
を図る」と記されており、家庭・地域・学校等の関係機関が一体となり、社会全体で自主的な
子どもの読書活動が推進されるよう環境整備に積極的に取り組んでいます。 
 大空町においても、上位計画等に記されている子どもの読書活動の推進を図るべく様々な
事業を展開しているところですが、大空町における子どもの読書活動に関する問題・課題を
把握し、地域全体が一体となり、子どもの読書環境を計画的に整備・推進していく必要があ
ります。 
 
 
２ 計画の目的  
 

大空町で育つすべての子どもが発達段階に応じてあらゆる機会とあらゆる場所において、
自ら本の楽しさに気づき自主的な読書活動を行うことができるよう「大空町子どもの読書活
動推進計画」を策定し、各関係者・各関係機関・団体と連携・協働して子どもの読書環境の整
備を進めていきます。 
 
 
３ 計画の基本方針 
 
（１）家庭・地域・図書館における読書活動の推進 
（２）学校等における読書活動の推進 
（３）広報・啓発活動の推進 
（４）関係機関の連携・協働における読書活動の推進 
 
 
４ 計画の対象者と期間 

 
・計画の対象者は、子ども（おおむね１８歳以下の者をいう。）とします。 
・計画期間については、令和５年度から令和９年度までの５年間とします。 
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平成１３年１２月 「子どもの読書活動の推進に関する法律」施行 

平成１４年８月 国の「子どもの読書活動の推進に関する基本計画」策定 

 

平成１５年１１月 「北海道子どもの読書活動推進計画」策定 

平成２０年度 「大空町子どもの読書活動推進計画」策定 

（期間：平成２０年度～平成２４年度） 

平成２０年３月 「第２次北海道子どもの読書活動推進計画」策定 

平成２０年３月 国の「第２次子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」策定 

平成２５年３月 「第３次北海道子どもの読書活動推進計画」策定 

令和５年度 「第４次大空町子どもの読書活動推進計画」策定 

（期間：令和５年度～令和９年度） 

平成２５年５月 国の「第３次子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」策定 

平成２５年度 「第３次大空町子どもの読書活動推進計画」策定 

（期間：平成２５年度～平成２９年度） 

平成３０年度 「第 3 次大空町子どもの読書活動推進計画」策定 

（期間：平成３０年度～令和４年度） 

平成３０年３月 「第４次北海道子どもの読書活動推進計画」策定 

平成３０年４月 国の「第４次子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」策定 

５ 大空町子どもの読書活動推進計画策定の背景 
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６ 大空町子どもの読書活動推進計画の体系図 
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第２章 大空町の子ども読書活動の現状について 
 
 
１ 家庭における子どもの読書活動 
 
（１）乳児期の読み聞かせについて 

乳児期の子どもが家庭で保護者とともに絵本に親しむこと、身近な図書館でともに本に
親しむことは、本を通じて子どもの発達を促すことにつながります。また、このような    
乳児期の取り組みは、自ら本に親しむ子どもを育てるきっかけとなります。 

本町の取り組みとして、子どもと本の最初の出会いをつくり、乳児期における読み聞か
せの大切さを保護者に理解してもらうため「ブックスタート～はじめましてえほん」事業
を実施しており、乳児健診にあわせて、７・８カ月児と保護者を対象に絵本、発達段階に
おけるおすすめ絵本リスト、図書館利用案内を配布しています。 

また、図書館職員やボランティアによる絵本の読み聞かせ・手遊び・紙芝居・パネルシ
アター・などを通して、絵本とふれあう機会を提供しています。 

 
（２）幼児期（認定こども園児）の読書について 
  幼児期の子どもは家庭内において言葉を学び、さまざまな体験をすることによって成⾧

していきます。家庭は子どもたちにとって基本的な生活習慣を身につける場であり、読書
習慣を身につけるうえにおいても重要な役割を果たす場でもあります。しかし近年、核家
族化、少子高齢化、情報機器の普及など子どもを取り巻く生活環境が大きく変わり、家庭
での子どもの過ごし方が時代とともに変わってきています。 

   
「アンケート設問：お子様は本（マンガ・雑誌を除く）が好きですか」 

※読書習慣の浸透について認定こども園児保護者に尋ねる質問に「好き」「どちらかという
と好き」と 97％（前調査 98%）の人が回答しており、ほとんどの子どもが読書好きとい
う結果がでています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

好き

53%

どちらかと

いうと好き

44%

どちらかと

いうと嫌い

3%嫌い

0%

【質問１】認定こども園児
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「アンケート設問：あなた（保護者自身）は読書が好きですか」 

※家庭内での読書習慣の浸透について認定こども園児保護者に尋ねる質問に「好き」「どち
らかというと好き」と 76％（前調査 78%）の人が回答しており、子どもよりも読書が好き
な割合が若干少ない状況にあります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「アンケート設問：１週間に何日くらいお子様に本を読んであげていますか」 

※子どもと認定こども園児保護者とのコミュニケーションツールとしての本の活用を検証
する質問に「なし」が 6％（前調査 2%）ともっとも少なく、「週 3 日」が 21％（前調査 18%）
ともっとも多く、「週 7 日（毎日）」が 15％（前調査 18%）、「週 2 日」と回答した人が 16％
（前調査 17%）を占めました。 
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「アンケート設問：ご家庭で、どなたがお子様に本を読んであげていますか」 

※絵本の読み聞かせを実施している認定こども園児保護者は 94％（前調査 98%）に上り、
読み聞かせの重要性を保護者は認識していると思われます。前回調査と比較すると、母親が
97.5％（前調査 96.4%）と読み聞かせは母親が主であることに変わりませんが、父親が 55.0％
（前調査 56%）と、親子のコミュニケーションツールとして家庭での「読み聞かせ」に父親
が半数以上関わっているという好ましい傾向がうかがえます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（３）児童生徒期の読書について 

児童生徒の読書傾向については、小学高学年生では「物語や小説」（87.5％）、中高生では
「文学」（74.7％）となっており、いずれも文学作品が最も読まれています。小学高学年生で
は「伝記」（52.5％）の割合が次に高いことも特徴的で、学校授業などの影響からも歴史上の
人物の物語が読まれています。一方で、読書をしない理由を尋ねると、「読みたいと思わない」
が小学校高学年生 64.7％、中学高生 60.4％で、「面倒」、「興味や関心がない」、「面白い本がな
い」などが読みたいと思わない理由として挙げられます。「読みたいと思うが読んでいない」
が小学校高学年生 27％、中学生 35.3％、高校生 39.6％で、「時間がない」「面倒」「良い本が
ない」などが読みたいと思うが読んでいない理由として上げられています。より身近に本に
触れる学校図書館、公共図書館の存在が大切であると考えられます。 

 

「アンケート設問：あなたは読書（マンガ・雑誌を除く）が好きですか」  

※読書習慣の浸透を尋ねる質問には「好き」「どちらかというと好き」と回答した人が、小
学１～３年生では 75％（前調査 87%）、小学４～６年生では 70％（前調査 77%）、中高生
では 72％（前調査 77%）と、前調査のように学年が上がるにつれ読書が好きな児童生徒
の割合が低くなることはなく、全体として横ばいの傾向があります。 
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「アンケート設問：あなたは読書（マンガ、雑誌を除く）をしますか」 

※不読者の割合との比較をする質問には、読書を「する」と回答した割合と１カ月平均の
読書冊数が小学１～３年生で 78％（前調査 81％）の 10.6 冊（前調査 11.3 冊）、小学４～
６年生で 74％（前調査 77％）の 8.8 冊（前調査 10.2 冊）、中高生では 61％（前調査 65.5％）
の 5.1 冊（前調査 3.4 冊）という結果になりました。 

  
 
       ※全国学校図書館協議会「第 66 回読書調査」結果 

         2021 年５月１カ月間平均読書冊数は、小学生は 
12.7 冊、中学生は 5.3 冊、高校生は 1.6 冊とな 
っています。 
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２ 地域における子どもの読書活動 
 
（１）地域の子どもの読書について 
  子どもたちは、地域におけるさまざまな生活体験を通して成⾧します。しかし、子ども

たちが安心して自由に活動できる場が減っているのが現状です。また、地域の中では昔に
比べて住民相互の助け合いが少なくなってきており、人間関係の希薄化が進んでいる状況
にあります。 

  しかし、日常生活の中で子どもが関わる大人達が保護者や教員のみに固定化されること
なく、地域に住む様々な世代との関わりを通して、子どもたちを育てていこうとする意識
と行動が必要です。 

 
（２）地域における図書館の役割について 

 本町には両地区に一つずつ図書館があり、さまざまな地域活動の拠点となっています。
女満別図書館及び東藻琴図書館において、絵本の読み聞かせなどを積極的に取り入れた 

事業を実施しています。 
  町内認定こども園、小中学校等への団体貸出し事業や⾧期休業日に合わせた各種教室、

毎月定期的に「読み語りの会」など読書活動を推進しています。 
 
３ 図書館における子どもの読書活動 
 
（１）図書館の利用状況 
  本町の図書館には、司書資格を持つ職員５名を配置しており研修会などへの参加により

職員の資質の向上に努めています。 
  
【令和３年度大空町図書館状況】※（  ）は平成 28 年度 

１ 
大空町図書館蔵書冊数     181,164 冊(183,347 冊) 

児童向け図書冊数 65,219 冊（64,916 冊） 

２ 

大空町図書館利用件数 

(移動図書館車除く) 
6,745 件（11,012 件） 

年代別利用件数 

０歳～ ６歳（幼 児） 281 件 （530 件） 

７歳～ ９歳（小学生） 328 件 （1,134 件） 

１０歳～１２歳（小学生） 270 件 （708 件） 

１３歳～１５歳（中学生） 86 件 （173 件） 

１６歳～１８歳（高校生） 63 件 （80 件） 

３ 

大空町図書館年間貸出し冊数 

（移動図書館車除く） 
45,685 冊（54,126 冊） 

年代別貸出し冊数 

０歳～ ６歳（幼 児） 3,187 冊 （1,724 冊） 

７歳～ ９歳（小学生） 2,361 冊 （2,470 冊） 

１０歳～１２歳（小学生） 1,598 冊 （1,697 冊） 

１３歳～１５歳（中学生） 362 冊 （391 冊） 

１６歳～１８歳（高校生） 194 冊 （167 冊） 
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４ 

移動図書館車利用件数 1,010 件（2,276 件） 

年代別利用件数 

０歳～ ６歳（幼 児） 70 件 （174 件） 

７歳～ ９歳（小学生） 471 件 （1,074 件） 

１０歳～１２歳（小学生） 166 件 （657 件） 

１３歳～１５歳（中学生） 25 件 （21 件） 

１６歳～１８歳（高校生） 0 件 （0 件） 

５ 

移動図書館車年間貸出し冊数 3,280 冊（5,394 冊） 

年代別貸出し冊数 

０歳～ ６歳（幼 児） 220 冊 （300 冊） 

７歳～ ９歳（小学生） 1,238 冊 （2,063 冊） 

１０歳～１２歳（小学生） 406 冊 （1,437 冊） 

１３歳～１５歳（中学生） 40 冊 （38 冊） 

１６歳～１８歳（高校生） 0 冊 （0 冊） 

 

６ 

総人口 6,791 人（7,361 人） 

年代別人口 

０歳～ ６歳（幼 児） 298 人 （358 人） 

７歳～ ９歳（小学生） 147 人 （205 人） 

１０歳～１２歳（小学生） 168 人 （202 人） 

１３歳～１５歳（中学生） 182 人 （197 人） 

１６歳～１８歳（高校生） 168 人 （213 人） 

７ 

住民 1 人当たりの貸出冊数 7.21 冊（8.09 冊） 

年代別 1 人当たりの貸出冊数 

０歳～ ６歳（幼 児） 10.69 冊 （4.82 冊） 

７歳～ ９歳（小学生） 16.06 冊 （12.05 冊） 

１０歳～１２歳（小学生） 9.51 冊 （8.40 冊） 

１３歳～１５歳（中学生） 1.99 冊 （1.98 冊） 

１６歳～１８歳（高校生） 1.15 冊 （0.78 冊） 

 

 

（２）図書館利用に対する意識 
施設利用を促す手段として公共図書館では様々な行事を設けていますが、児童生徒が

喜びと楽しみを持ち参加できる行事となるよう一層の工夫と努力が求められます。また、
子ども達も多忙な生活を送っていることから、生活に潤いを持たせ、感性を磨き、表現
力を高め、創造力を豊かにする読書の重要性や、時間の有効活用からも家庭、学校、公
共図書館等が連携し、読書活動を推進に努めることが必要です。 

 
「アンケート設問：図書館に行ったことがありますか」 

                                                     

※図書館の施設利用の実態を尋ねる質問では「ある」と回答した小学１～３年生が 82％ 
（前調査 91％）、小学４～６年生が 87％（前調査 89％）、中高生が 71％（前調査 76％と 
なっています。 
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「アンケート設問：図書館に行ったことがあると答えた方にその理由は何ですか」 

※魅力ある図書館づくりにおけるサービス、利用案内の充実を進めるための質問で「本を借
りるため」との理由が多く、小学１～３年生 82％（前調査 70％）、小学４～６年生 84％（前
調査 72％）、中高生 51％（前調査 48％）を占めています。次いで多かったのが「本を読むた
め」で、小学１～３年生では 51％（前調査 56％）、小学４～６年生が 51% （前調査 63％）、
中高生が 53％（前調査 51％）の回答率となっています。 
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ある

71%

ない

29%

【質問８】中高生
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※「図書館に行ったことがない」と回答した人に「図書館に行かない理由」を確認したとこ

ろ、「図書館が遠いから」「読みたい本がないから」「返すのが面倒だから」「遊びたいから」
などの理由が多くあげられました。 
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４ 認定こども園・学校図書館における子どもの読書活動 
 
（１）認定こども園 
  絵本は子どもに楽しみを与え、想像力や豊かな心を育みます。親子の心のふれあいの機

会となる読み聞かせを推進していくことは、認定子ども園の重要な役割でもあります。 
  本町の認定子ども園では、毎日の生活時間の中に絵本の読み聞かせや語りなどを積極的

に取り組んでいます。 
 

≪保護者からの認定子ども園への要望（アンケート自由記載欄の内容）≫ 
 

「読み聞かせをたくさんやってほしい。」 
「園で読んでいる本を教えてほしい。選ぶ時の参考なる。」 
「年少も絵本の貸し出しをしてほしい。」 
「本を見つけやすくしてほしい」 

 
今後、家庭との連携をさらに深めることで、絵本の大切さ、楽しさを伝えることができ 

子どもの読書の習慣化につながると考えます。 
 
（２）小・中学校、高等学校 

小中学校における読書活動は、学校図書館の資料充実など環境整備によって児童生徒の
自主的・主体的学習活動を促す効果と、読書の継続的な実施によって読書の習慣化を図る
効果など、すべての子どもに豊かな人間性を育む上で、きわめて重要な役割を持つもので
す。 

読書を「好きになったきっかけはなんですか」と質問をしたところ、小中学生ともに「家
に本があったから」「小さいころに本を読んでもらったから」「学校で読書をするようにな
ったから」との回答割合が高い結果となりました。特に家庭での読書の習慣付けや学校で
の「読書の時間」を含めた読書時間への取り組みが本好きになる契機となっていることが
伺えます。 

また、「あなたは学校の図書館に行ったことがありますか」と学校図書館における利用実
態を尋ねる質問には「ある」と回答した人が小学 1～3 年生で 100％（前調査 100％）、小
学 4～6 年生で 92％（前調査 97％）、中高生 84％（前調査 85％）と、ほとんどの児童生徒
が利用していることがわかります。 

 

「アンケート設問：学校図書館に行ったことがあると答えた方にその理由は何ですか」 
※全体では「本を借りるため」との回答が一番多く、小学 1～3 年生で 47％、小学 4～6 年
生で 50％、中高生が 21％となっています。また、「学校図書館へ行ったことがない」と回
答した人にその理由を聞いてみると、小学１～３年生では「遊びたいから」「返すのが面倒
だから」という理由、小学４～６年生では「読みたい本がないから」「どんな本を読めばい
いかわからないから」という理由、中高生では「読みたい本がないから」「遊びたいから」
という理由が多い割合であげられました。 
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中学校・高等学校における読書活動ですが、中学校・高等学校の図書館は「本を読む場
所」というだけではなく、生徒の主体的な学習活動を支援する場所であることが求められ
ています。 

  今後は多様化する社会の中、生徒が知識や教養を高められるように、学校図書館の機能
を向上させいくことが重要です。そのためには、図書館などとの連携を視野に入れた学習
支援活動ができる環境の整備を進める必要があります。 

  アンケート結果から読書を「好き」「どちらかというと好き」と答えた人に、「好きにな
ったきっかけはなんですか」と質問したところ、「学校で読書をするようになったから」 
との回答が一番多い結果となり、中学校・高等学校においても校内での読書活動の継続は、
非常に有効であることがわかります。 

 「あなたは学校の図書館に行ったことがありますか」との質問に「ある」と回答した中高
生は 84％となっており、大半の生徒が利用していることがわかります。 

 
※「学校図書館に行ったことがある」と回答した人に理由を聞いたところ、「調べ学習のため」

との回答が一番多く 23％となっています。「ない」と回答した理由としては「読みたい本が
ないから」（42％）という理由が一番多く、「遊びたいから」（38％）という理由が２番目に
多い結果となっています。 

 
 
５ 広報・啓発における子どもの読書活動 

 
子どもの自主的な読書活動を推進するため、子どもの読書への理解・関心を深めてもら

うため、図書館での事業を町広報への掲載や図書館だよりの発行、チラシの配布、ポスタ
ーの掲示及び図書館ホームページを活用し、広く住民への広報・啓発活動を行っています。
また、読書活動に関する情報提供にこころがけ、保護者等への支援を通じて子どもの読書
活動を推進しています。 

 
 
６ 関係機関の連携・協働における子どもの読書活動 
 
  これまでも子どもたちの読書活動を推進するため、多くの関係機関の方々に読書活動の

振興と普及に携わっていただきました。 
  現在も、各学校・保育園・幼稚園・ボランティア・図書館等がそれぞれの特性を生かした

読書活動を推進しています。 
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第３章 大空町子どもの読書活動推進のための取り組み 
 

１ 子どもの発達段階にあわせた主な取り組みのイメージ 
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２ 家庭・地域・図書館における読書活動の推進 
 

＜家庭における読書の習慣化への取り組み＞ 
 

家庭において、親子で読書を楽しんだり、本と関わる時間を共有することは、子どもが
読書の習慣を身につけるうえで大切なことで、保護者の読書に対する理解が必要です。 

子どもの発達段階に応じた読書推進事業を実施するとともに、保護者に対する普及・啓
発を進めていきます。 

また、図書館の児童図書等の充実を図り、家庭で読書を楽しむことができる環境整備を
進めていきます。 

 
【展開する施策・事業】  

施策・事業 区分 施策・事業の概要 

ブックスタート実施 
 

継続 
 

７・８カ月健診の会場で本の紹介おすすめリス
トの配付や図書館利用案内をし、すべての家庭に
おいて本の読み聞かせを通じた親子のふれあい
の時間を持つことができるよう支援します。 

ブックトーク実施 継続 
家庭教育支援講座との連携事業としてブック

トークを実施します。 

読み聞かせ会実施 継続 
家庭や地域、認定こども園、図書館など様々な

場所で、子どもたちが読み聞かせを楽しむ機会
を、ボランティアの協力を得ながら提供します。 

家読（うちどく）運動の推進 
継続
重点 

家で親子が本を読む「家読（うちどく）」運動な
ど、読書に親しむ環境づくりに努めます。 

また、「ノーゲームデ―」など、幼児・児童・生
徒の生活習慣の改善を通じ、本に親しむ取り組み
を支援します。さらに、週末読書の実施、親子読
書週間（４月、冬休み）、家読読書の日（毎月２３
日）を設定することで家庭でのより望ましい読書
習慣を形成します。 

生活リズムチェックシート
（読書習慣編）の活用 

継続 
子どもの望ましい生活習慣の定着に向けて、読

書の時間確保等、子どもの個別の目標に対応し、
生活習慣を改善するサポートをします。 

 
＜地域における読書環境づくりの取り組み＞ 

 
子どもが日々生活している地域に読書活動が広がっていくには、それぞれの地域の状況

に応じた活動が重要になってきます。 
地域での読書活動支援の核となる図書館は、子どもの保護者を含めた町民向け講座の実

施、読書活動の普及啓発、読書ボランティアの活動場所や活動機会の提供、児童図書の充
実を図り、地域が子どもの読書活動を進めるための環境づくりを推進していきます。 
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【展開する施策・事業】  
施策・事業 区分 施策・事業の概要 

地域住民への情報提供 継続 
地域住民へ子どもの読書活動推進に関する活 

動の情報を提供します。 

ＰＴＡとの連携 
継続
重点 

ＰＴＡと連携を図り、子どもの読書習慣の重
要性（「朝読・家読運動」の啓発含む）につい
て、ＰＴＡの研修会や学級懇談会において広く
保護者へ啓発し、家庭での読書習慣の定着のた
めの親の理解を得ます。 

 
 
＜図書館における読書活動支援への取り組み＞ 

 
利用者のニーズにあった幅広い分野の図書の収集を通して、自ら読書の素晴らしさに気

づき、継続して読書に親しむ子どもの育成を支援します。 
また、読書のきっかけとなる事業を積極的に実施し、子どもたちの読書活動を推進する

ボランティアの育成にも力を入れていきます。 
 

【展開する施策・事業】  
施策・事業 区分 施策・事業の概要 

子どもの読書活動を推進す
る図書資料の充実と情報提
供 

継続 
 

様々なジャンルの児童書の収集など子どもが
読書の楽しみを発見し、読書習慣の形成の助け
となるよう、子どもの成⾧に役立つ各分野の児
童図書などを収集・提供します。また、本の紹
介、読書に関する相談や情報提供を広報や各教
育施設等を通じて行います。 

北海道立図書館との連携 継続 
北海道立図書館との連携により、図書資料の充

実を図ります。 

様々な事業での読み聞かせ
実施 

継続 
様々な事業などでの読み聞かせを通じて、「子

どもにおはなしの楽しさ」を伝え、読書の習慣
化を進めます。 

イベントの実施 
継続
重点 

図書館劇場などイベントを実施することで、図
書館を訪れる機会を増やし、気軽に利用したいと
思われる場とすることで図書館への関心を高め
るよう努めます。 

子どもの読書活動に関すボ
ランティア活動の支援 

継続 
子どもの読書を推進するボランティア、団体に

対し、会合や勉強会会場の提供や企画事業の支援
を行います。 
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３ 学校等における読書活動の推進 
 

＜子どもの発達段階に応じた読書活動への取り組み＞ 
 

認定こども園や学校図書館・図書館において、子どもの発達段階に応じた読書活動を推
進し、読書習慣の形成・定着を目指します。 

また、認定こども園、小中学校、高等学校、図書館、ボランティア、ＰＴＡ、家庭などの
関係機関や団体と連携し、読書環境の整備や図書資料の充実を図ります。 

 
（１）認定こども園児への読書活動の取り組み 
 
【展開する施策・事業】 

施策・事業 区分 施策・事業の概要 

読み語り会の実施 継続 
家庭や地域、認定こども園、図書館など様々場

所で、子どもたちが読み聞かせを楽しむ機会を、
ボランティアの協力を得ながら提供します。 

日常園内での読み聞かせの
継続実施 

継続 
就学前の子どもの発達段階に応じ、認定こど

も園の生活の中であらゆる機会を捉え、読み聞
かせを継続的に実施します。 

認定こども園の図書の貸出
し 

継続 
読書に親しめる環境づくりに向け、図書の貸

出しを行います。 

家庭との連携による読み聞
かせの推進 
 

継続 

職員による読み聞かせを進め、子どもの読書
の記録を通して保護者と教員の双方向でのコミ
ュニケーションを行い、保護者に対して、読み
聞かせの楽しさや大切さを具体的に伝え理解を
図ります。 

図書の充実 継続 
読書に親しめる環境づくりに努め、図書の充

実を図っていきます。 
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（２）小・中学生、高校生への読書活動の取り組み 
 
【展開する施策・事業】 

施策・事業 区分 施策・事業の概要 

図書館利用ガイダンス実施 継続 
 図書館の利用方法や調べ方についてガイダンス
を実施します。 

ブックトーク実施 継続  学校や図書館などでブックトークを実施します。 

「読書の時間」の充実 
継続
重点 

 読書の習慣化の第一歩は図書に触れる機会を多
くもつことです。学校図書館や巡回配本を活用し、
学校における取り組みとして「読書の時間」を各教
科や総合的な学習の時間、特別活動等を活用して継
続的に実施し、様々なジャンルの図書を紹介した
り、「読書集会」等、読書にかかる学校行事や学校図
書館にかかる行事を実施することで、さらに読書の
幅が広がるよう指導に努めます。 

読み聞かせ会実施 継続 
 家庭や地域、学校、図書館など様々な場所で、子
どもたちがおはなしを楽しむ機会を、ボランティア
の協力を得ながら提供します。 

一日図書館員実施 継続 
図書館の仕事を体験し本や図書館に親しむ一日

図書館員事業を実施します。 

学校における教育等の協力
体制の確立 
 

継続 

学校図書館の機能を十分に発揮するためには、
校内体制の確立が必要です。教員の図書に関する
指導力向上のための研修参加や、学校図書館の効
果的活用の推進に取り組みます。 

学校図書館の蔵書・施設整
備の充実 
 

継続 

子どもたちが学校図書館を積極的に利用し、いつ
でも気軽に図書に触れられるよう親しみやすい環
境をつくる必要があります。そのため蔵書の充実
や、図書館内のレイアウト、探しやすい図書の配架、
閲覧場所の整備充実に努めます。 

イベントの実施 継続 
読み聞かせ、講演会、図書館フェスティバルなどを
実施することにより読書への関心を高めるととも
に、図書に触れあう機会をつくるよう努めます。 

本の紹介・情報提供 継続 
本の紹介等の掲示物、配布物を作成し図書に関 

する情報の提供を図っていきます。 
子どもの読書に関するニー
ズの把握 

継続 
アンケート等を通して子どものニーズを把握す

るよう努めます。 
図書館の図書資源の共有化
を活かした取り組み 

継続 
 各学校等が共有化された図書資源を相互に活用
できる体制の整備を進めます。 

学校への司書配置事業の実
施 

継続 

 学校図書館の環境整備を行なうとともに、児童生
徒の読書内容や傾向の把握・分析を行ない、教科学
習や調べ学習との連携を図り、児童生徒の読書活
動、学校図書館活用を支援します。 
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４ 広報・啓発活動の推進 
 

＜子どもの自主的な読書活動への取り組み＞ 
 

家庭・地域・学校における子どもの読書活動を推進するためには、様々な機会を利用し
て理解と関心を図ることが大切です。社会全体が読書に関心を持ちながら、子どもの発達
段階や個性に応じた自主的な読書活動を支えていく必要があります。 

 
 
 

 
【展開する施策・事業】 

施策・事業 区分 施策・事業の概要 

「子ども読書の日」等にお
ける啓発 

継続
重点 

広く子どもの読書活動について理解と関心を
深めるため、学校や図書館を中心として「子ども
読書の日」や「読書週間」における事業の実施と
情報提供することで、子どもの読書活動に対する
町民への理解促進を図り、ビブリオバトル等読書
の楽しさに気付かせる手法や活動の啓発を実施
します。 

広報紙・ホームページ等に
よる情報の発信 
 

継続 

学校や地域・児童館・図書館等における読書に
関する取り組みや行事の情報を広報紙・各種ホー
ムページ・読書に関するパンフレット等を通じて
積極的に情報を発信します。 

子どもの読書活動推進のた
めの講座等の実施 

継続 

家庭教育支援講座や各種講座を通じて、地域や
学校において子どもの読書の重要性や読み聞か
せ方法について、子どもに関わる大人向けの講座
の開催に努めます。 

 
５ 関係機関の連携・協働における読書活動の推進 

 
＜読書活動における推進体制の強化＞ 

  
  子どもの生活の場は多岐にわたっているため、読書活動を支える基盤も、家庭、認定こ

ども園、学校、児童館、図書館など、様々な場所で行われる必要があります。 
  読書活動の基盤の中でも特に需要なのが、豊富な本に触れる機会をできるだけ多く用意 
 することです。学校図書館や図書館の蔵書の充実を図ることは、子どもに読書に親しむよ 
 うになるうえで大きな意味を持っています。 
  このことからも、学校図書館や図書館の蔵書の充実を図るほか、更なる関係機関との有

機的な連携と協力により、様々な場所で本に触れることができる環境を整えるとともに、
情報交換・交流をより深め、地域ぐるみで読書環境の整備と充実を図っていきます。 
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【大空町子どもの読書活動における推進体制】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

地 域 

図書館 

小学校 

教育委員会 
図書館協議会 

高等学校 

道立図書館 

子ども 保護者 

中学校 

認定こども園 

読書ボランティア 

学校図書館協会 

児童館 
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【展開する施策・事業】 
施策・事業 区分 施策・事業の概要 

認定こども園・児童館の蔵
書の充実 

継続 
 蔵書の充実と既存蔵書の効果的な活用を図り
ます。 

認定こども園への支援サー
ビスの向上 

継続 
各施設における取り組みを促進するため、図

書館との連携を図り、協力体制を強化します。 

学校図書館の蔵書の充実 継続 
国の図書館整備方針に基づき、計画的に蔵書

を充実します。 

学校図書館の体制整備 継続 

学校図書担当教諭と巡回司書との連携を図り 
学校と図書館の連携体制を整備します。 
・地域住民の協力を得ながら学校図書館の活動

の充実を図ります。 

図書館の蔵書の充実 継続 

・児童図書の充実 
 子どもの読書推進の基本となる児童図書を充  
 実します。（優れた児童書については複数冊揃

える） 
・ヤングアダルト図書の充実 
 １０代の読書活動の充実を図るため、この時

期に興味、関心が高いテーマをとりあげたコ
ーナーの蔵書整備をします。 

図書館における団体貸出し 継続 

・「読書の時間」などの推進を図るため、本のセ 
 ットを学級に貸出します。（巡回配本） 
・認定こども園、児童館など子どもが預けられ

る施設に対する本を貸出します。 
 

子どもの読書活動の推進に
かかわる研修機会の充実 

継続 
町民や関係機関の職員などを対象として、児

童書・絵本の知識や読み聞かせの技術などを習
得するための機会を提供します。 

情報の提供 継続 
 認定こども園、学校、保護者、子どもと接点
のある施設に、子育て、児童図書などについて
の情報を提供します。 

ボランティアとの連携 継続 

・学校、図書館において読み聞かせ、語り、朗
読等の活動を行う団体・個人との連携により
読書活動を推進します。 

・読書にかかわるボランティア活動に興味・関
心のある町民を対象として情報を提供しま
す。 

子どもの読書活動普及事業
実施 

継続 

・子どもの読書活動の理解を広げるため、「こど
も読書週間」の時期にあわせた特別事業の実
施 

・図書館、学校図書館などでイベントを開催し
ます。 
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図書を循環させるシステム
づくりの推進 

継続 

北海道ブックシェアリングや家庭教育サポー
ト企業等の多様な団体と連携を取り、収集した図
書を再活用するとともに、公立図書館と学校や学
校同士で図書を循環させる仕組みづくりを検討
します。 

 
 
 
第４章 終わりに 
 

この計画は、「子どもの読書活動の推進に関する法律」第８条に基づき、「北海道の子ど
もの読書活動推進計画」の趣旨を踏まえて、大空町の基本計画を策定したものです。 

第１章の「大空町子どもの読書推進計画」の基本的な考え方で述べたとおり、この計画
は、家庭、地域、学校等が一体となって、子どもに読書に親しむ機会を提供するための環
境整備を図るものであって、子どもに読書を強制するものではありません。 

子どもたちが豊かな心を育くめるよう環境を整えるのは、大人の責務です。 
町民の皆さんとともに、子どもたちの心に読書の種をまき、大きな花を咲かせていきた

いと思います。 
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１．子どもの読書活動の推進に関する法律 

 

２．大空町子ども読書活動に関するアンケート調査の実施概要と集計結果 

      

（１）アンケート調査の実施概要 

 

（２）アンケート調査の集計結果 

       ・認定こども園 

       ・小学生低学年（１～３年生） 

       ・小学生高学年（４～６年生） 

       ・中学生・高校生 

        

３．大空町子ども読書活動に関するアンケート調査の考察・グラフ 

 

資 料 編 
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４．諮問・答申関係書類 

 

５．用語解説 
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子どもの読書活動の推進に関する法律 
（平成１３年１２月１２日施行） 

 
（目的） 
第１条 この法律は、子どもの読書活動の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方

公共団体の責務等を明らかにするとともに、子どもの読書活動の推進に関する必要な事項
を定めることにより、子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、
もって子どもの健やかな成⾧に資することを目的とする。  

 
（基本理念） 
第２条 子ども（おおむね十八歳以下の者をいう。以下同じ。）の読書活動は、子どもが、言

葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる
力を身に付けていく上で欠くことのできないものであることにかんがみ、すべての子ども
があらゆる機会とあらゆる場所において自主的に読書活動を行うことができるよう、積極
的にそのための環境の整備が推進されなければならない。  

 
（国の責務） 
第３条 国は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、子どもの読書活動

の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。  
 
（地方公共団体の責務） 
第４条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を

踏まえ、子どもの読書活動の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。  
 
（事業者の努力）  
第５条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、子どもの読書

活動が推進されるよう、子どもの健やかな成⾧に資する書籍等の提供に努めるものとする。  
 
（保護者の役割） 
第６条 父母その他の保護者は、子どもの読書活動の機会の充実及び読書活動の習慣化に積

極的な役割を果たすものとする。  
 
（関係機関等との連携強化） 
第７条 国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策が円滑に実施される

よう、学校、図書館その他の関係機関及び民間団体との連携の強化その他必要な体制の整
備に努めるものとする。  

 
（子ども読書活動推進基本計画） 
第８条 政府は、子どもの読書活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた

め、子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画（以下「子ども読書活動推進基本計画」
という。）を策定しなければならない。  
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２ 政府は、子ども読書活動推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告
するとともに、公表しなければならない。  

３ 前項の規定は、子ども読書活動推進基本計画の変更について準用する。  
 
（都道府県子ども読書活動推進計画等） 
第９条 都道府県は、子ども読書活動推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県に

おける子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該都道府県における子どもの読書活
動の推進に関する施策についての計画（以下「都道府県子ども読書活動推進計画」という。）
を策定するよう努めなければならない。   

２ 市町村は、子ども読書活動推進基本計画（都道府県子ども読書活動推進計画が策定され
ているときは、子ども読書活動推進基本計画及び都道府県子ども読書活動推進計画）を基
本とするとともに、当該市町村における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該
市町村における子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画（以下「市町村子ど
も読書活動推進計画」という。）を策定するよう努めなければならない。  

３ 都道府県又は市町村は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動推
進計画を策定したときは、これを公表しなければならない。  

４ 前項の規定は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動推進計画の
変更について準用する。  

  
（子ども読書の日） 
第 10 条 国民の間に広く子どもの読書活動についての関心と理解を深めるとともに、子ども

が積極的に読書活動を行う意欲を高めるため、子ども読書の日を設ける。  
２ 子ども読書の日は、四月二十三日とする。  
３ 国及び地方公共団体は、子ども読書の日の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めな

ければならない。  
  
（財政上の措置等） 
第 11 条 国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策を実施するため必要

な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 
 
附 則 
この法律は、公布の日から施行する。 
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子どもの読書活動に関するアンケート調査の実施概要 
 
 
調査実施概要 
 
（１）調査目的 

町内の子どもたちの読書活動の実態を把握するための質問調査を実施す 
ることにより、令和５年度から始まる「大空町第４次子どもの読書活 
動推進計画」策定に伴う基礎資料とする。   

 
（２）調査対象 
   ①認定こども園めまんべつ、認定こども園ひがしもこと園児の保護者 
   ②女満別小学校、東藻琴小学校の低学年児童（１～３年生） 
   ③女満別小学校、東藻琴小学校の高学年児童（４～６年生） 
   ④女満別中学校、東藻琴中学校の生徒 

⑤大空高等学校東藻琴キャンパス、女満別キャンパスの生徒 
 
（３）指定質問調査用紙に記入回答（調査名：「大空町子どもの読書活動推進に関する

アンケート」） 
 

（４）調査実施期間 
  令和４年９月１２日～１０月１１日 

 
（５）回収数  

総回収数 ３５４人 
 

配  布  先 
配 布 

標本数 

回 収 

標本数 
回収率 

認定こども園めまんべつ園児の保護者 95 
82 60.7% 

認定こども園ひがしもこと園児の保護者 40 

女満別小学校の低学年児童（１～３年生） 112 
73 46.5% 

東藻琴小学校の低学年児童（１～３年生） 45 

女満別小学校の高学年児童（４～６年生） 122 
63 36.6% 

東藻琴小学校の高学年児童（４～６年生） 50 

女満別中学校の生徒 144 
73 36.3% 

東藻琴中学校の生徒 57 

大空高等学校東藻琴キャンパスの生徒 89 
62 63.9% 

大空高等学校女満別キャンパスの生徒 8 

合      計 762 354 46.3% 
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令和４年１１月２日 

 

大空町図書館協議会 

会長 村 上  守 様 

 

 

大空町教育委員会 

教育長 関 谷 正 樹   

 

 

第４次大空町子どもの読書活動推進計画について（諮問） 

 

近年のテレビ・インターネット・携帯電話等情報のメディアが急速に発達・普及し、多く

の家庭では恩恵を受けるようになりました。しかし、反面子どもの生活環境にも大きな影響

を及ぼし、幼児期からの読書習慣の未形成と相まって、子どもの「読書離れ」が指摘されて

います。 

読書の習慣は、子ども、大人を問わず人間性をより豊かにし、人生をより深く生きる力を

身につけていく上で欠くことのできないものです。 

特に、子どもの時期は読書を通して言葉を学び読解力をつけるだけでなく、感性を磨き、

表現力を高め、創造力を豊かなものにし、乳幼児期、小学生期・中高校生期の子どもから大

人へ成長する過程において大切な活動の一つと言えます。 

国では、「子どもの読書活動の推進に関する法律」に基づき、平成３０年４月には「第４

次子どもの読書活動に関する基本的な計画」が策定されております。 

また、北海道においても、平成３０年３月に「第４次北海道子どもの読書活動推進計画」

が策定されております。 

本町においても、同年「第３次大空町子どもの読書活動推進計画」を策定し、子どもの読

書活動を推進してきました。 

本町の計画期間が令和４年度をもって終了することから、これまでの取組状況を踏まえる

とともに、大空町の子どもの読書活動の推進と子どもの健やかな成長に資することの観点に

立った「第４次大空町子どもの読書活動推進計画」について諮問します。 

 

 

記 

 

１ 諮問事項   「第４次大空町子どもの読書活動推進計画」 
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令和５年３月３０日 

 

 

大空町教育委員会 

教育長 関 谷 正 樹 様 

 

大空町図書館協議会 

会長 村 上  守 

 

第４次大空町子どもの読書活動推進計画について（答申） 

 

本審議会では、令和４年１１月  日に大空町教育委員会から諮問を受け、子どもの読書

活動を総合的かつ計画的に推進していくため「第３次大空町子どもの読書活動推進計画」の

基本方針及び施策のあり方などの諮問事項について、検討を重ねた結果、別冊のとおり基本

計画を策定したので答申します。 

この計画の推進にあたっては、子どもの読書の重要性についての認識が深まり、家庭、学

校、地域、公共図書館がそれぞれ協働しながら、読書活動が推進されていくことを望みます。

特に、学校での読書活動は学習と結びつけがちですが、むしろ学童期までは、本を読む楽し

みが多く体験でき、読書の習慣が身に付けられるような活動となることを期待します。 

地方自治を取り巻く厳しい財政事情の中ではあるが、関係部局の連携を図りながら、本町

の「第４次大空町子どもの読書活動推進計画」を策定し、さまざまな知恵を出し、工夫をし

ながら、町民の協力を得て、その計画に基づく諸施策が着実に推進されるよう求めます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 

 

【用語解説】 
 
１．読書相談 
   図書館の利用者が、図書の選択に迷っているときに、図書館職員がその相談に応じる

もので、図書館の資料提供（貸し出し）の一環として行われる。   
 
２．レファレンスサービス 
   図書館の利用者が、学習・研究・調査を目的として必要な情報・資料などを求めた際、

図書館職員が情報そのもの、あるいはそのために必要とされる資料を検索・提供・回
答することによってこれを助ける業務。 

 
３．司書 
   図書館の専門的業務（資料の収集・整備・保管・閲覧・貸出・レファレンスサービスな

ど）に従事する職員。 
 
４．読み聞かせ 

主に乳幼児期から小学校年齢の子どもに対して、話者がともに絵本などを見ながら音
読する行為。図書館職員や保育士、教師、また、地域の読書活動を行う団体などが、子
ども一人ひとりに、あるいは小グループに対して行うおはなし会。 

 
５．パネルシアター 
   パネルに布を貼った舞台に絵、（または文字）を貼ったり外したりして展開するおはな

しや遊び、ゲーム。 
 
６．全国読書調査 
   全国学校図書館協議会と毎日新聞社と共同で、全国の小中高等学校の児童生徒の読書

状況について毎年調査を行っている。調査は５月１カ月間に読んだ本の冊数等を調査
項目としていて、毎年定例のものと年ごとに特設したものがある。 

 
７．不読者 
   １カ月の間に１冊も本を読まなかった人。 
 
８．子ども読書の日 

「子どもの読書活動推進に関する法律」が公布・施行され、その中で４月２３日を「子
ども読書の日」とすることが定められた。 

 
９．読書週間 

  ４月２３日～５月１２日（子どもの読書週間）及び１０月２７日～１１月９日（読書
週間）。 

 
10．ブックスタート 

赤ちゃんと保護者が絵本を仲立ちにして、温かく楽しいひと時を持つきっかけを作る
運動。 
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11．家庭教育支援講座 

子育てに必要な基本的なことを学ぶ保護者向けの講座。 
 

12．関係団体 
認定こども園、学校、ボランティアグループ等をいう。 

 
13．移動図書館車 
   来館が困難な利用者を主に対象として、車に図書を積み定期的に地域を巡回して貸出

を行う。 
  
14．ブックトーク 
   グループを対象として、特定のテーマに沿って、本に興味がもてるよう何冊かの本を

紹介すること。 
 
15．ＹＡ（ヤングアダルト） 
   中学生・高校生にあたる年齢をさす言葉。 
 
16．家読 

「家庭読書」の略で、「うちどく」と読む。「家読」を提唱し、家庭で家族が一緒に読書
し、感想を話し合うことにより家族のコミュニケーションが深まるとされている。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


